
日時： 2019年8月7日（水）
16時00分～18時00分

場所： 日本医療機能評価機構 9階ホール

第４１回「産科医療補償制度運営委員会」次第

１．開会
２．議事

１）第40回運営委員会の主な意見等について
２）制度加入状況等について
３）審査および補償の実施状況等について
４）原因分析の実施状況等について
５）再発防止の実施状況等について
６）本制度の収支状況について
７）その他

３．閉会



主な意見

制度の見直しに
関する検討につ
いて

○ 厚生労働省に対して要望書を提出したが、制度の見直しに関する検討の

状況はどうか。今後のスケジュールを教えてほしい。

原因分析報告書
「要約版」の公表
方針について

〇 「要約版」は高い公益性があるため、意思確認を行わずに全件を公表すべ

きではないか。

○ 明確な理由がないにも関わらず不同意と回答されないようにしたほうがよい。

まずは、不同意と回答した理由について確認してほしい。

都道府県別の補
償対象者の状況
について

〇 鳥取、徳島、栃木の3県においては、脳性麻痺の発生率に若干の差が生じ

ているが、他の都道府県ではどうか。本制度で把握しているデータをもとに、

47都道府県別の状況を教えてほしい。

１）第40回運営委員会の主な意見等について
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（１）制度加入状況

分娩機関数は日本産婦人科医会および日本助産師会の協力等により集計

○ 制度加入率は99.9％である。
○ 未加入分娩機関に対しては、引き続き日本産婦人科医会と連携して働きかけていく。

２）制度加入状況等について
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○ 本制度は、「分娩予定の妊産婦情報をあらかじめ本制度専用Webシステムに登録し、分娩
管理終了後、妊産婦情報を分娩済等へ更新し、分娩数に応じた掛金を支払う」仕組みである。

○ 分娩予定年が2018年の妊産婦情報については、更新未済件数は0件であり、妊産婦情報
の更新が遅滞なく行われている。

（2019年8月7日現在）

区分 分娩機関数 加入分娩機関数 加入率（％）

病 院 1,192 1,192 100.0

診療所 1,599 1,596 99.8

助産所 437 437 100.0

合 計 3,228 3,225 99.9

（2019年6月末現在）

（２）登録された妊産婦情報の更新状況

区分 分娩胎児数

妊産婦情報の
更新済件数

掛金対象（分娩済、胎児死亡（22週以降）） 936,796

掛金対象外（胎児死亡（22週未満）等） 10,235

妊産婦情報の更新未済件数 0

合計 947,031

2018年1月～12月分娩予定の妊産婦情報



（３）廃止時等預かり金

２）制度加入状況等について

○ 廃止時等預かり金は、分娩機関の廃止や破産等の事由により、未収掛金の回収が困難
であると合理的に判断された場合に限り、未収掛金に充当できるものとし、加入分娩機関
から、1分娩あたり100円を徴収していた。

○ 第27回運営委員会（2013年11月13日開催）において、廃止時等預かり金については、
当分の間、累積した廃止時等預かり金で賄うことが可能とされたため、2015年1月分娩分
より徴収を取り止めている。

○ 2019年6月末現在、制度創設以降の廃止時等預かり金の充当額は約31百万円となり、
残高は約603百万円である。

廃止時等預かり金の充当状況 （2019年6月末現在）

対象分娩機関数 充当額 （単位：百万円）

制度創設以降の累計 13 31
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（１）審査の実施状況

（2019年6月末現在）

○ 2019年6月末現在、 3,676件の審査を実施し、 2,755件を補償対象と認定した。

３）審査および補償の実施状況等について

制度開始以降の審査件数および審査結果の累計

ア）審査委員会の開催および審査結果の状況

資料１ 制度開始以降の審査件数および審査結果の累計（詳細版）

（※1）「補償対象」には、再申請後に補償対象となった事案や、異議審査委員会にて補償対象となった事案を含む
（※2）「補償対象外（再申請可能）」は、審査時点では補償対象とならないものの、将来、所定の要件を満たして再申請された場合、改めて審査するもの

児の生年 審査件数 補償対象（※1）
補償対象外

継続審議 備考
補償対象外 再申請可能（※2） 計

2009年 561 419 142 0 142 0 審査結果確定済み

2010年 523 382 141 0 141 0 同上

2011年 502 355 147 0 147 0 同上

2012年 516 361 155 0 155 0 同上

2013年 476 351 125 0 125 0 同上

2014年～2018年 1,098 887 158 44 202 9 審査結果未確定

合計 3,676 2,755 868 44 912 9 －
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2014年出生児の補償対象件数等 （2019年6月末現在）

○ 2014年出生児は本年1月より順次補償申請期限を迎えており、2019年6月末現在、399件
の審査を実施し、補償対象が294件、補償対象外が99件、補償対象外（再申請可能）が4件、
継続審議が2件となっている。

○ 申請準備中となっている事案に関しては、分娩機関や補償請求者への状況確認を継続し
て実施し、申請書類の準備状況の確認、申請期限の注意喚起等を行うことにより、期限内
の漏れのない申請に向けた支援に取り組んでいる。

審査件数 399件

補償対象 294件

補償対象外 99件

補償対象外（再申請可能）（※1） 4件

継続審議 2件

（※1） 補償対象外（再申請可能）の4件は、審査中または申請準備中のいずれかに含まれる。
（※2） 継続審議の件数、補償申請が行われ運営組織にて補償可否の審査を行っている件数、および 「補償対象外(再申請可能)」と判定

された後に再申請がなされ審査中であるものの件数
（※3） 分娩機関と補償請求者において補償申請に必要な書類等を準備中、および「補償対象外(再申請可能)」と判定され今後再申請書類の

提出が行われる見込みの件数

３）審査および補償の実施状況等について
（１）審査の実施状況
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審査中（※2） 49件

申請準備中（※3） 21件

2014年出生児の審査中および申請準備中の件数



イ）補償対象外事案の状況

（2019年6月末現在）

審査結果 内容 件数 代表的な具体例

補償対象外

在胎週数28週以上の個別審査において
補償対象基準を満たさない事案

422
臍帯動脈血pH値が7.1以上

で､胎児心拍数モニターも所
定の状態を満たさない

児の先天性要因または児の新生児期の
要因によって発生した脳性麻痺の事案

210
両側性の広範な脳奇形、

染色体異常、遺伝子異常、
先天異常

本制度の脳性麻痺の定義に合致しない事案 102 進行性の脳病変

重症度の基準を満たさない事案 108 実用的歩行が可能

その他 26
補償対象外（再申請可能）で
あったが、再申請がなされな
かった事例

補償対象外
（再申請可能）

現時点では将来の障害程度の予測等が難し
く補償対象と判断できないものの、適切な時
期に再度診断が行われること等により、将来
補償対象と認定できる可能性がある事案

44
現時点の児の動作・活動状
況では、将来の障害程度の
予測が困難

合計 912

３）審査および補償の実施状況等について
（１）審査の実施状況
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（2019年6月末現在）

ウ）異議審査委員会の開催および審査結果の状況

○ 前回の運営委員会（2019年1月18日開催）以降、2019年6月末までに異議審査委員会を
5回開催し、不服申立のあった22件について審査が行われた。その結果、審査委員会の結論と
同様に、21件が「補償対象外」、1件が「補償対象外（再申請可能）」と判定された。

異議審査委員会で審査した事案の
審査委員会における審査結果

異議審査委員会における審査結果

補償対象 補償対象外
補償対象外

（再申請可能） 継続審議

補償対象外 175（21） 4（0） 171（21） 0（0） 0

補償対象外（再申請可能） 6 （1） 0（0） 0 （0） 6（1） 0

合計 181（22） 4（0） 171（21） 6（1） 0

（※）括弧内の数字は、前回の運営委員会以降の件数

３）審査および補償の実施状況等について
（１）審査の実施状況
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（２）補償金の支払いに係る対応状況

○ 前回の運営委員会以降、2019年6月末までに準備一時金が支払われた161件については、
いずれも補償約款に規定する期限内に支払われており、迅速な補償を行っている。

○ 前回の運営委員会以降、2019年6月末までに補償分割金が支払われた1,227件については、
いずれも補償約款に規定する期限内に支払われており、迅速な補償を行っている。

【参考：補償約款による定め】
・準備一時金は補償約款において、すべての書類を受領した日から、原則として60日以内に支払うと定められている。実際には、
概ね書類受領から25日以内に支払われている。

・補償分割金は補償約款において、誕生月の 初日と全ての書類を受領した日のいずれか遅い日から、原則として60日以内に支払う
と定められている。実際には、概ね児の誕生月に支払われている。

３）審査および補償の実施状況等について
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（３）診断協力医の登録状況

○ 専用診断書の作成実績のある医師に対して診断協力医への登録の依頼を継続してきた結果、
2019年6月末現在511名の登録をいただいている。内訳は、小児神経専門医290名、身体障害者
福祉法第15条指定医318名である。
なお、小児神経専門医および身体障害者福祉法第15条指定医の両方の資格を有する医師は
97名である。



（４）補償申請促進に関する取組み状況および制度周知

３）審査および補償の実施状況等について
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○ 2019年は、2014年出生児が補償申請期限である満5歳の誕生日を迎えることから、約25の
関係学会・団体等の協力のもと、引き続き補償申請促進に取り組んでいる。

○ 運営組織では、円滑な補償申請に資するよう、必要に応じて保護者と分娩機関の間の仲介
等も含めた補償申請の支援を継続的に行っている。

資料２ 産科医療補償制度ニュース第6号

資料３ 産科医療補償制度ニュース10周年記念特別号（英語版）

〇 本年4月に「産科医療補償制度ニュース第6号」を発刊した。今回は本制度の報告書に関する
最新の評価および活用状況について、原因分析および再発防止に関するアンケート結果を
示しながら紹介している。

○ 本ニュースについては、加入分娩機関、関係学会・団体、入所・通所施設、行政機関等へ
広く配布するとともに、本制度のホームページに掲載している。

○ また、 「産科医療補償制度ニュース10周年記念特別号」の英語版を作成し、国際学会にお
ける講演等の際に活用する。

【補償申請促進に関する取組み状況】

【制度周知】



（１）原因分析の実施状況

４）原因分析の実施状況等について

ア）原因分析報告書の作成状況および原因分析委員会の開催状況

○ 2019年6月末現在、2,369件の原因分析報告書が承認されている。
○ 前回の運営委員会以降、2019年6月末までに原因分析委員会を2回開催した。
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主な審議・報告項目

第90回原因分析委員会
（2019年2月6日開催）

・原因分析報告書の確認・承認状況についての報告

・原因分析報告書「全文版（マスキング版）」の開示状況についての報告

・原因分析報告書「要約版」の公表再開についての報告

・原因分析委員会部会審議における確認事項等についての審議

・原因分析報告書の見直しについての審議

・｢別紙（要望書）｣対応を行う対象範囲についての審議

・原因分析に関するアンケートの結果報告

第91回原因分析委員会
（2019年5月22日開催）

・原因分析報告書の確認・承認状況についての報告

・原因分析報告書の「全文版（マスキング版）」の開示状況についての報告

・原因分析報告書「要約版」の公表再開の状況についての報告

・原因分析委員会部会審議における確認事項等についての審議

・原因分析報告書の見直しについての審議

・｢別紙（要望書）｣対応についての報告・審議



イ）原因分析報告書作成の迅速化に向けた取組み状況

○ 原因分析報告書作成の迅速化・効率化の取組みにより、報告書の未送付件数が年間の
補償対象件数と同水準にまで減少した。2019年中には報告書の作成期間を所期の目標で
ある概ね1年に短縮できる見込み（※1）である。

2016年3月末 2017年3月末 2018年3月末 2019年3月末 2019年6月末

補償対象件数（累計） 1,625件 1,961件 2,312件 2,664件 2,755件

原因分析報告書送付件数（累計） 909件 1,355件 1,751件 2,292件 2,348件

原因分析報告書未送付件数 716件 606件 561件 372件 407件

（※1）仮に補償対象者数が現行と同水準で推移した場合の見込み
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504.4 485.1 458.7
417.1

463.5
409.2

374.8
429.2 454.8

397.6 383.2
402.9

367.0 388.9
341.8

151.7 137.3 130.5 105.5 83.4 85.8 68.7
104.2 86.5 93.3 81.5 86.9 74.4 73.2 48.7

2018.1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 2019.1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉

部会開催月別原因分析報告書作成状況（2019年6月末時点）

報告書作成日数（審査結果通知から報告書送付までの平均日数） 部会審議から報告書送付までの平均日数

（部会開催⽉）

４）原因分析の実施状況等について
（１）原因分析の実施状況

※2019年1月以降のデータは未確定



４）原因分析の実施状況等について
（１）原因分析の実施状況

○ 2019年6月末時点で、89件の「別紙（要望書）」（※1） を送付し、特定の指摘事項に関して
一層の改善取組みを求める対応を行った。

○ 「別紙（要望書）」により改善を求めた事項としては、「胎児心拍数陣痛図の判読と対応」が
36件と最も多かった。

○ 過去に「別紙（要望書）」対応が行われ改善を求めた項目について、その後同じ指摘が
行われた事例はない。なお、2019年3月に、同一分娩機関に対して2件目の「別紙（要望書）」を

送付した事例があったが、指摘した項目は過去に改善を求めた項目とは異なるため、通常
の「別紙（要望書）」対応の流れに沿って当該分娩機関に対して改善を求めることとした。

（※1）同一分娩機関における複数事案目の原因分析を行った結果、これまでの原因分析報告書で指摘した事項について、ほとんど改善が

みられない、もしくは同じような事例の発生が繰り返されるおそれがあると原因分析委員会が判断した場合、その指摘事項に関して
一層の改善を求める内容の「別紙（要望書）」を作成し、報告書に添付して分娩機関に送付している。
また、「別紙（要望書）」送付から6ヶ月後を目途に、該当の分娩機関から、指摘事項に対する改善取組みについて報告を求め、原因
分析委員会において対応状況の確認を行っている。

ウ）原因分析報告書「別紙（要望書）」対応の状況
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エ）原因分析報告書「全文版（マスキング版）」の開示の状況

○ 原因分析報告書「全文版（マスキング版）」（※2）については、2015年11月より新たな要件の
もとで開示しており、2019年6月末までに、8件の利用申請に対して、延べ1,021事例の開示を
行った。

（※2）原因分析報告書「全文版（マスキング版）」とは、原因分析報告書において、特定の個人を識別できる情報や個人が特定されるおそれ
のある情報および分娩機関が特定されるような情報等をマスキング（黒塗り）したもの



とても良かった

43.9%

まあまあ良かった

40.9%

どちらとも言えない

11.5%

あまり良くなかった

3.4%

非常に良くなかった

0.3%

４）原因分析の実施状況等について

（２）原因分析に関するアンケートの結果
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○ 原因分析に対する評価や原因分析報告書に対する意見等を把握し、今後の改善に
活かすことを目的に、 2018年9月～10月にアンケートを実施した。

○ アンケートの対象は、2017年1月から2018年3月までに原因分析報告書を送付した
保護者528人と473分娩機関（当該分娩機関399件・搬送元分娩機関74件、重複除く）で
あり、回収率は保護者62.1％、分娩機関63.6％であった。

○ 「原因分析が行われて良かったですか」という質問に対し、「とても良かった」「まあまあ
良かった」との回答を合わせると、保護者で71％、分娩機関で85％と共に高かった。

資料４ 原因分析に関するアンケート集計結果

【保護者】 【分娩機関】
「原因分析が⾏われて良かったですか」という質問に対する回答結果

とても良かった
32.5%

まあまあ良かった
38.1%

どちらとも言えない
19.4%

あまり良くなかった
7.5%

非常に良くなかった
2.5%
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○ 原因分析報告書「要約版」については、保護者および分娩機関等に対して公表についての同意・不同意の
意思確認を行い、不同意の意思表示のあった事例を除いて公表を行う方針としており、2019年1月より、順次

公表を行っている。
○ 2019年4月末までに原因分析報告書を送付した2,313事例のうち、公表する事例は72.1％にあたる1,668事例

となった。また、「同意しない」と意思表示された割合は、保護者11.4％、当該分娩機関12.7％、搬送元分娩機関
13.8％であった。

〇 なお、診断医への審査結果通知に関する同意取得状況は、2019年6月末時点で、保護者97.5％（241件中、
同意235件、不同意6件）、分娩機関99.1％（241件中、同意239件、不同意2件）である。

４）原因分析の実施状況等について

【公表状況】

事例数 割合

公表する事例 (※1） 1,668 72.1%

公表しない事例 578 25.0%

未確定の事例 （※2） 67 2.9%

計 2,313 －

（３）個人情報保護法改正を受けた対応

ア）原因分析報告書「要約版」の公表状況等

保護者 当該分娩機関 搬送元分娩機関

事例数 2,313 2,313 413

「同意しない」と回答 263 11.4% 293 12.7% 57 13.8%

上記以外（※3） 2,050 88.6% 2,020 87.3% 356 86.2%

（※1) 本制度ホームページへの掲載準備中である61事例を含む。
（※2) 転居等により宛先が不明となり、「同意の確認書」が未送付の事例および「同意の確認書」の回答内容に不備があり同意・不同意が確定していない事例
（※3) 「同意する」と回答のあった事例および期限までに「同意の確認書」の返送がなかった事例（※2の「未確定の事例」を含む）

【意思確認の回答状況】（2019年6月末現在） （2019年6月末現在）

資料５ 原因分析報告書「要約版」の公表状況等

原因分析報告書「要約版」について
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○ 2019年2月に、「要約版」公表に関する意思確認において「同意する」「同意しない」と回答した理由を把握する

ことを目的として、保護者および分娩機関に対して「要約版」公表に関するアンケートを実施した。
○ アンケートは、「同意の確認書」の返送があった保護者および分娩機関から無作為抽出（※1）した保護者100件、

分娩機関100件を対象に実施し、保護者80件、分娩機関69件から回答を得た。

４）原因分析の実施状況等について
（３）個人情報保護法改正を受けた対応

①保護者の回答結果 （回答者数：41件、重複回答あり）

イ）原因分析報告書「要約版」の公表に関するアンケート

②分娩機関の回答結果 （回答者数：35件、重複回答あり）

（※1） 保護者および分娩機関のそれぞれについて、「同意する」との回答から50件、「同意しない」との回答から50件を無作為抽出した。

「同意する」と回答した主な理由 回答数
回答者数に
対する割合

再発防止や産科医療の質の向上につながるため 33 84.6%

補償申請を検討している他の保護者の参考になるため 25 64.1%

医療情報を公開することは重要であるため 20 51.3%

「同意しない」と回答した主な理由 回答数
回答者数に
対する割合

公表されることに何となく抵抗感があったため 20 48.8%

趣旨･目的には賛同するが、「要約版」の情報から個人や分
娩機関が第三者に特定される不安があったため

19 46.3%

どのようなメリット(効果)やリスクが生じるのかよく分からな
かったため

16 39.0%

「同意する」と回答した主な理由 回答数
回答者数に
対する割合

再発防止や産科医療の質の向上につながるため 30 88.2%

制度の透明性を確保できるため 17 50.0%

医療情報を公開することは重要であるため 16 47.1%

「同意しない」と回答した主な理由 回答数
回答者数に
対する割合

どのようなメリット(効果)やリスクが生じるのかよく分からな
かったため

18 51.4%

趣旨･目的には賛同するが、「要約版」の情報から個人や分
娩機関が第三者に特定される不安があったため

12 34.3%

趣旨･目的に賛同できなかったため 9 25.7%

（回答者数：39件、重複回答あり） （回答者数：34件、重複回答あり）

資料６ 原因分析報告書「要約版」の公表に関するアンケート集計結果



16

○ 保護者や分娩機関向けの案内文書については、「要約版」公表の主旨・目的や活用事例の紹介を主に記載
して、公表への協力をお願いする内容とする見直しを行った。

○ 日本産婦人科医会および日本助産師会と連携し、「要約版」公表の主旨・目的や活用事例を紹介するリーフレットの
配布や機関誌への記事掲載を予定している。

４）原因分析の実施状況等について
（３）個人情報保護法改正を受けた対応

①「要約版」公表の主旨・目的の理解促進

②個人や分娩機関が特定される不安の解消

○ 「要約版」にどのような情報が記載されているか理解をいただけるよう、「同意の確認書」の送付時に 「要約版」の
サンプルを同封している。また、本制度ホームページの該当箇所URLをご案内し、実際に公表されている「要約版」を
ご覧いただくようにした。

○ アンケート結果より、同意取得率の向上のためには、保護者や分娩機関の「要約版公表の主旨・目的の理解
促進」や「個人や分娩機関が特定される不安の解消」が必要と考えられるため、以下の取組みを実施した。

ウ）同意取得率向上に向けた取組み

エ）国に対する働きかけ

○ 次回の個人情報保護法改正にあわせて、2018年7月以前のように「要約版」を全件公表する方策がないか、
個人情報保護委員会に相談を実施した。また、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」

に関する意見募集（パブリック・コメント）に対して意見を提出した。
○ 厚生労働省に対しても、 「要約版」を全件公表するための法的な手当てについて相談を実施している。

資料７ 原因分析報告書要約版の公表へのご協力のお願い（保護者用）

資料８ 原因分析報告書要約版の公表へのご協力のお願い（日本産婦人科医会会員用）

資料９ 「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」 の意見募集に対して機構から提出した意見について



「第9回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書」に記載されている「産科医療の質の向上に向けて」「学会・職能団体に対する要望」
について（依頼）

○ 2018年9月末までに原因分析報告書を児・保護者および分娩機関に送付した2,113件を
分析対象として、「第9回 再発防止に関する報告書」を取りまとめ、2019年3月に記者会見を
行い公表した。

○ 本報告書については、加入分娩機関、関係学会・団体、行政機関等に配布し、本制度の
ホームページにも掲載した。

○ また、本報告書の公表後、当機構からは「学会・職能団体に対する要望」について検討を
依頼する旨の文書を発出し、厚生労働省からは公表についての通知が出された。

○ なお、テーマに沿った分析で取り上げた「胎児心拍数陣痛図について」の中から教訓となる
事例をリーフレットとして配布し、産科医療関係者により広く周知する予定である。

５）再発防止の実施状況等について
（１） 「第9回 再発防止に関する報告書」の公表

資料10 第9回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書

資料11 

資料12 第9回産科医療補償制度再発防止に関する報告書の公表について（平成31年3月29日付 厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長通知）
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（２） 「第10回 再発防止に関する報告書」に向けて

○ 2019年4月より、「第10回 再発防止に関する報告書」の取りまとめに向け審議を行っており、
2020年3月を目処に公表する予定である。

○ 本報告書では、2019年9月までの約2,500事例の原因分析報告書を分析対象とすることとしている。
○ 2011年出生児の原因分析報告書がすべて完成する見通しであることから、今回は2011年出

生児を対象として分析することとしている。

構成 内容

テーマに沿った分析

新生児管理について

胎児心拍数陣痛図について

産科医療の質の向上への取組みの動向
胎児心拍数聴取について、子宮収縮薬について、新生児蘇生に
ついて、診療録等の記載について、吸引分娩について

原因分析がすべて終了した出生児分析
本制度の補償対象事例と全国の出生児との比較分析、本制度の
補償対象となった2011年出生児における専用診断書作成時年齢

での比較分析
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５）再発防止の実施状況等について



再発防止ワーキンググループにおける研究抄録
「Obstetric factors associated with uterine rupture in mothers who deliver infants with cerebral palsy」

５）再発防止の実施状況等について

（３） 再発防止ワーキンググループの取組み状況

（４） 再発防止および産科医療の質の向上に関する取組み状況

○ ワーキンググループにおいて、「第4回 再発防止に関する報告書」のテーマに沿った分析で
取りまとめた「子宮破裂について」をもとに、より専門的な分析を行った論文が、 2019年4月に
医学誌（※1）に掲載された。

○ 本制度の補償対象事例の胎児心拍数陣痛図と脳MRI所見との関連性を分析し、臨床所見と
比較する研究を、再発防止ワーキンググループで開始した。

学術集会における「再発防止に関する報告書」等を活用した講演の状況（前回の運営委員会以降）

学術集会名 「再発防止に関する報告書」等を活用した講演の状況

第71回 日本産科婦人科学会学術講演会
（2019年4月）

（日本産婦人科医会共同プログラム）

産科医療補償制度再発防止に関する報告書から～胎児機能不全を見逃さ
ないためには～

第55回 日本周産期・新生児医学会学術集会
（2019年7月）

（教育講演）
産科医療補償制度－再発防止の提言から－

資料13
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（※1） The Journal of Maternal‐Fetal & Neonatal Medicine



６）制度の収支状況について

（１）各保険年度の収支状況

○ 本制度の保険期間は毎年1月から12月までの1年間であり、各保険年度における収支状況は
下表のとおりである。

（2019年6月末現在、単位：百万円）

20

（※1）2015年以降の収入保険料については、 2015年1月の制度改定により1分娩あたりの保険料が30千円から24千円（掛金 16千円＋返還保険料
（剰余金）から充当 8千円）になっている。

（※2）本制度は民間保険を活用しており、例えば2014年に生まれた児に係る補償は、 2014年の収入保険料で賄う仕組みである。補償申請期限は
児の満5歳の誕生日までとなっていることから、 2014年の補償対象者数および補償金総額は2020年まで確定せず、補償原資は支払備金として
将来の補償に備えて保険会社が管理する。なお、2009年から2013年は、補償対象件数および補償金総額が確定しており、補償原資に生じた
剰余分が保険会社から運営組織に返還されているため、支払備金はない。具体的には2009年の契約においては約143億円、2010年および
2011年の契約においてはそれぞれ約176億円、 2012年の契約においては約169億円、2013年の契約においては約180億円が運営組織に返還
されている。また、2019年6月末までに約335億円を保険料に充当している。

区分 収入保険料 保険金（補償金） 支払備金（※2） 決算確定時期

2009年1‐12月 31,525 12,270 － 2015年

2010年1‐12月 32,383 11,169 － 2016年

2011年1‐12月 31,799 10,380 － 2017年

2012年1‐12月 31,345 10,650 － 2018年

2013年1‐12月 31,061 10,410 － 2019年

2014年1‐12月 31,200 8,700 19,539 2020年

2015年1‐12月 24,096（※1） 7,950 13,413 2021年

2016年1‐12月 23,866（※1） 5,760 15,469 2022年

2017年1‐12月 23,170（※1） 3,450 17,094 2023年

2018年1‐12月 22,479（※1） 540 19,431 2024年



（２）事務経費（2018年1～12月）

2018年 2017年

対前年

物件費 733 ＋49 684

会議諸費 84 △15 99

印刷製本費等 85 ＋39 46

賃借料等 131 △2 133

委託費 131 ＋1 130

システム運用費等 179 ＋26 153

その他経費
（広告宣伝費、消耗品費等）

123 ＋1 122

人件費
給与・報酬、
法定福利費等

351 ＋17 334

合計 1,085 ＋67 1,018

2018年 2017年

対前年

物件費 294 △3 297

印刷発送費、交通費、
会議関連費用等

8 0 8

事務所関係費、備品費、
機械貸借料、租税公課等

286 △3 289

本制度対応システムの
開発・維持費等

0 0 0

人件費 403 △37 440

契約管理事務支援、
商品開発・収支管理、
支払事務等に係る人件費

160 △14 174

一般管理業務等に係る
人件費

244 △22 266

制度変動リスク対策費（※1） 683 △28 711

合計 1,381 △68 1,449

○ 運営組織と保険会社における事務経費の内訳は、下表のとおりである。
○ 運営組織の事務経費は、物件費、人件費ともに増加し、前年対比で67百万円の増加と

なった。
○ 物件費については、2017年に予定していた印刷製本費やシステム運用費の支払いが
2018年になったこと、人件費については、欠員を補充したことにより増加となった。

（単位：百万円）（単位：百万円）

（※1）長期に渡る保険金支払業務に伴う予期できない業務・システムリスク等に対応する費用

運営組織 保険会社

６）制度の収支状況について
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（３）運営組織の2018年度（2018年4月～2019年3月）収支決算

科目 決算額
前年

決算額
増減 備考

収

入

保険事務手数料収入 1,045 965 ＋80 集金事務費

その他収入 30 32 △2 登録事務手数料、原因分析
報告書開示手数料

当期収入合計（A） 1,075 997 ＋78

前期繰越収支差額 △9 46 △55

収入合計（B） 1,066 1,043 ＋23

支

出

人件費等 365 356 ＋9 給与・報酬、法定福利費等

会議諸費 67 96 △29 会議費、旅費交通費、諸謝
金

印刷製本費等 72 56 ＋16 印刷製本費、通信運搬費

賃借料等 122 122 0 事務所等貸借料、光熱水料

委託費 173 173 0 事務代行、コールセンター、
集金代行、人材派遣等

システム運用費等 152 150 ＋2

その他経費
（広告宣伝費、消耗品費等）

93 98 △5 消耗品費、雑費、租税公課
等

当期支出合計（C） 1,044 1,052 △8

当期収支差額（A‐C） 31 △55 ＋86

次期繰越収支差額（B‐C） 22 △9 ＋31

○ 収入合計は1,066百万円であり、主として保険事務手数料収入である。
○ 支出合計は1,044百万円であり、主たる支出は、人件費等が365百万円、委託費が173百万円、

システム運用費等が152百万円である。
○ 補助金については27百万円増額され100百万円となった。

科目 決算額
前年

決算額
増減 備考

収

入
補助金
収入

100 73 ＋27
制度の普及
啓発、原因
分析・再発
防止

当期収入
合計（A）

100 73 ＋27

支

出諸謝金 100 73 ＋27
委員会・部会
等出席、原因
分析報告書
作成謝金

当期支出
合計（B）

100 73 ＋27

当期収支
差額（A‐B）

0 0 0

（単位：百万円） （単位：百万円）事務経費（2018年度決算） 補助金会計（2018年度決算）

６）制度の収支状況について
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（４）運営組織の2019年度（2019年4月～ 2020年3月）収支予算

○ 収入合計は1,058百万円を見込んでおり、主として保険事務手数料収入である。
○ 支出合計は1,058百万円を見込んでおり、主たる支出は、人件費等で362百万円、委託費

で170百万円、システム運用費等で165百万円を見込んでいる。
○ 補助金の交付予定額は100百万円であり、諸謝金として支出を見込んでいる。

（単位：百万円） （単位：百万円）事務経費（2019年度予算） 補助金会計（2019年度予算）

科目 予算額 備考

収

入

保険事務手数料収入 1,026 集金事務費

その他収入 32 登録事務手数料、原因分析
報告書開示手数料

当期収入合計（A） 1,058

前期繰越収支差額 0

収入合計（B） 1,058

支

出

人件費等 362 給与・報酬、法定福利費等

会議諸費 74 会議費、旅費交通費、諸謝金

印刷製本費等 65 印刷製本費、通信運搬費

賃借料等 122 事務所等貸借料、光熱水料

委託費 170 事務代行、コールセンター、
集金代行、人材派遣等

システム運用費等 165

その他経費
（広告宣伝費、消耗品費等）

101 消耗品費、雑費、租税公課等

当期支出合計（C） 1,058

当期収支差額（A‐C） 0

次期繰越収支差額（B‐C） 0

科目 予算額 備考

収

入
補助金収入 100 制度の普及啓発、

原因分析・再発防止

当期収入合計（A） 100

支

出
諸謝金 100 委員会・部会等出席、

原因分析報告書作成謝金

当期支出合計（B） 100

当期収支差額（A‐B） 0

６）制度の収支状況について
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７）その他

（１）日本小児神経学会学術集会における本制度に関する講演

○アイルランド
• 2019年3月に、ダブリン（アイルランド）にて開催さ

れた、王立アイルランド医師会の講演会である
Quality in Healthcare Summit 2019において、本制

度について講演を行った。同じセッションで、アイ
ルランドのState Claims Agency の担当者から、脳

性麻痺に係る訴訟や賠償の現状について講演が
なされた。

写真

〇台湾
• 2019年4月に、台中市（台湾）にて、米国のPatient 
Safety Movement Foundation(PSMF)の協力により
開催された、2019 Annual Patient Safety Rally by 
Taiwan Patient Safety Culture Club（TPSCC；台湾患
者安全同好会）in Taichungにおいて、我が国の医療

安全教育に関して講演した中で、医学教育モデルコ
アカリキュラムに本制度が盛り込まれていることを説
明した。
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（２）国際学会等における本制度に関する講演

○ 2019年5月に開催された日本小児神経学会学術集会において、「脳性麻痺児の実態把握に関する

調査」について、鳥取県、徳島県、栃木県の脳性麻痺の発生率および出生時の状況等の脳性麻痺
の実態に関して講演を行った。



７）その他
（２）国際学会等における本制度に関する講演

○ポルトガル
• 2019年7月に、リスボン（ポルトガル）にて開催され

た、i）2nd International Meeting on Patient Safety 
for New Generations of Healthcare Professionals, 
ii）2019 Healthcare Ergonomics and Patient Safety 
（HEPS）において “高信頼性組織としての病院”
（José Fragata 教授, New University of Lisbon）、
“患者安全におけるヒューマンファクターの役割”
（Frank Federico氏, IHI; Institute for Healthcare 
Improvement）の講演がなされたセッションの中で、

保険と患者安全について質疑応答があり、日本
の例として本制度について説明した。

写真

○マレーシア
• 2019年7月に、ペナン（マレーシア）にて開催さ

れた、第27回 International Congress of the 
Obstetrical and Gynecological Society of 
Malaysia において、本制度について講演を行っ
た。3日間の会期中に、主催組織の幹部に本制

度の英文パンフレットを配布するとともに、制度
の詳細について説明し、意見交換を行った。

写真
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